第３号様式（第８条関係）
　　年　　月　　日

久留米市雇用・就労推進協議会会長　宛て

住　　　　所　〒　
　　　　　　　
名称及び　
代表者の氏名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
暴力団排除等に関する誓約書

久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金の申請にあたり、私（役員を含む。）は、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。
また、下記のいずれかに該当すると判明し、久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金の支給決定が取消された場合には、取消により損害が生じてもその損害の賠償請求は行いません。

記

１　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号　以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下この条において「暴力団」という。）

２　暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。）

３　次に掲げる暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するもの。

①　暴力団員が役員等となっている団体
②　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している団体
④　役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤　役員等又は使用人が自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
⑥　役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

４　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第
２条に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行うもの。
